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２ プエルトリコの司法制度
プエルトリコ憲法は，司法権について「プエルトリコの司法権は，最高裁判
所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所がこれを行使する」と
定め，合衆国憲法３条１節前段の文言に酷似する規定を掲げている１。この規
定を受けて，１９５２年の司法組織法（la Ley de la Judicatura de１９５２）は，①最
高裁判所（Tribunal Supremo），②高等裁判所（Tribunal Superior）および③地
方裁判所（Tribunal de Districto）という三審制の司法組織を設けた。
１９９２年，プエルトリコ総督選挙の際に，司法改革が突如争点として持ち出さ
れ，控訴裁判所（Tribunal de Apelaciones）が設けられたが，すぐに廃止され
ることとなった。それゆえ，この法律の制定と廃止の過程は，「良案もこれを
採用する者の不適切な動機が見透かされて，どのようにして失敗するかという
物語である」と指摘されたのである２。その後，１９９４には，司法組織は，①最
高裁判所（Tribunal Supremo），②巡回控訴裁判所（Tribunal de Cirucuito de
Apelaciones）および③第一審裁判所（Tribunal de Primera Instancia）に改編
された（la Ley de Judicatura de１９９４）。しかし，この１９９４年の改正について

１ したがって，同じ合衆国憲法をモデルとした日本国憲法の規定にも類似している。
これらの条文も，以下に掲げる。拙稿「合衆国の占領と憲法―各国憲法と連邦領組
織法の法文対照表」『駿河台法学』２５巻１号（２０１１年）２２１～２頁。
アメリカ合衆国３条１節前段「合衆国の司法権は，一つの裁判所および連邦議会
が随時設置することができる下級裁判所に属する」。
（The Judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court,
and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and es-
tablish.）
日本国憲法７６条１項「すべての司法権は，最高裁判所及び法律の定めるところに
より設置する下級裁判所に属する」。
（The whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior
courts as are established by law.）
プエルトリコ憲法の原文は，以下のとおりである。

（El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por
aquellos otros tribunlaes que se establezcan por ley.）
２ ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José Julián,“La nueva ley de la judicatura y la compe-
tencia obligatoria del Tribunal Supremo: Algunas jorobas de un solo camello,”Re-

～vista de la Academia Puertorriquena de Jurisprudencia y Lagislación, V. VI,２００４,
p.２.
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は，「最高裁判所は，この司法改革の最大の敗者である」と指摘されている３。
要するに政治的思惑から最高裁判所の裁判官の増員を図るために，最高裁判所
に控訴の受理を押し付け，その仕事を増やしたといういわば本末転倒の改革を
行ったのではないかというのである。それゆえ，「結局，新たな義務とされた
権能は，最高裁判所をさらに渋滞させ，国法の是正機関という性格を軽んずる
という二重の結果をもたらすであろう」と警告されることにもなり４，「１９９４年
の司法改革は，早急な細作を必要としている」と指摘されたのである５。
その後，２００３年のプエルトリコ自由同盟司法組織法（la Ley de la Judicatura

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico）によって，司法制度は，以下の三
層構造からなるとされた。すなわち，①最高裁判所（Tribunal Supremo），②
控訴裁判所（Tribunal de Apelaciones）および③第一審裁判所（Tribunal de
Primera Instancia）である。
さらには，２０１３年法律１８号によって，三審制の裁判所組織は維持されつつも，
その権能は修正された。その修正の目的は，立法理由で以下のように説明され
ている６。
「プエルトリコ自由同盟憲法第５条第２節は，『プエルトリコの裁判所は，裁
判権，作用および運営について統一的な司法制度を組織しなければならない。
立法議会は，最高裁判所を除いて，この憲法に抵触しないかぎり，司法組織の
権限と組織を設けることができ，これらを定めることができる』と規定する。
この権限に基づいて，１９５２年から今日まで立法議会は，法律によって終審とし
て，またプエルトリコ自由同盟憲法と法律の最高位の解釈者としての憲法上の
機能を実現できるように最高裁判所の権能を定めてきた」。そして，「１９５２年に
公布された最初の司法組織法では，審理裁判所として高等裁判所が言い渡した
すべての判決について最高裁判所に上訴する権利が設けられた」。しかし，こ
れによって，最高裁判所の負担が重たくなり，裁判が遅延する結果がもたらさ
れた。そこで，控訴裁判所を設けて，負担の軽減をはかったものの，十分では
なかった。

３ Ibid., p.８.
４ Ibid., p.１４.
５ Ibid., p.１５.
６ www.ramajudicial.pr／sistema／...／civil／Ley-Num-１８.pdf
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２００３年の法律では，「①合衆国憲法とプエルトリコ自由同盟憲法に基づいて，
法律，合同決議，共同決議，公共機関・組織の規則もしくは規程または条例を
違憲とした控訴裁判所が言い渡した終局判決を審査する，②控訴裁判所に控訴
された事件において複数の控訴裁判所の間で矛盾が生ずるという二つの場合に
上訴できることとし，最高裁判所の権能が限定された」。しかしながら，それ
でも負担は重く，「そのために，控訴裁判所の中間行為および第一審裁判所の
中間手続的な性質の事件に関する控訴裁判所の決定または判決を審査する最高
裁判所の管轄を制限した。こうして，立法議会は，サーシオレイライの申立て
に例外的で特別の救済であるという特性を強調する必要があると考えたのであ
る」。
したがって，改正法では，最高裁判所の権能は，次のように規定され，中間
行為に対するサーシオレイライの申立ては認められないとしている。
最高裁判所の権能は，「裁量判断により発せられるサーシオレイライの決定
によって，訴訟規則または特別法に定められた規定に従って，控訴裁判所に提
起された第一審裁判所の終局判決を審査するために，控訴の申立て，行政審査
の申立てまたはサーシオレイライの申立てを取り扱う控訴裁判所の終局判決を
審査することである」（３．００２条d）。
以上の法改正は，最高裁判所の憲法裁判所としての役割を強化しようする改
革であると考えられる。

３ 司法権と司法審査
⑴ 訴訟要件と最高裁判所判例
連邦憲法と異なり，プエルトリコ憲法は，前述したとおり５条４節で司法審
査権を明示的に認めている。そこで，合衆国連邦最高裁判所に対する上訴とは
別に，プエルトリコ最高裁判所の司法審査権の行使の在り方が問題となる。最
高裁判所は，１９５８年６月２７日の自由共和国同盟対アグアヨ事件において，この
司法審査権について説明をこころみている７。この事件は，「プエルトリコの司
法の独立と司法審査法理のパラダイムである」とも評されているように，訴訟
要件の準則を明らかにしている８。この法廷意見は，プエルトリコ自由同盟憲

７ E.L.A. v. Aguayo,８０DPR５５２（１９５８）; ÁLVALEZ GONZÁLEZ, op. cit., pp.１７―８.
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法が制定されてから数年の後に書かれたが，一貫して合衆国の判例と学説を取
り入れようとしている。しかし，「最高裁判所は，大陸法を元にする国々に由
来する裁判のモデルの可能性も徹底的に論ずることもできた」はずである。い
ずれにせよ，「憲法の紛争について司法審査と裁判にかかわるプエルトリコ法
固有の法理を創設する機会は失われた」ことは問題であるとしても，当時の歴
史的文脈の中において，司法の独立を守った意義は大きいとしてこの判決は高
く評価されている９。
この事件は，都市再開発による土地の強制収用に関するものである。国とプ
エルトリコ住宅局（Puerto Rico y la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico）
が原告として，マルティン・アグアヨ（Martĺn Aguayo）を被告として民事
訴訟規則の規則７⒟に基づき高等裁判所（el Tribunasl Superior）に訴えを提
起した。しかし，高等裁判所は，土地収容を認めたので，アグアヨは，都市再
開発の対象とされる地域に居住していなかったにもかかわらず，土地収用に関
する法律とこれに基づく住宅局の処分の違憲性を主張し，最高裁判所に上訴し
た。
最高裁判所は，「裁判所に提起された事件が当事者同士の共謀，学術問題ま
たは虚偽（colusorios académicos o ficticios）か否かを決める裁判所の権能と
は何なのかを始めに明らかにするのが適切である」と述べて，合衆国の州最高
裁判所の判決に言及した上で，合衆国連邦裁判所のトーニー首席裁判官による
１８５０年の判決文を次のように引用する１０。
「裁判所の役割は，個人の権利と財産権について利害の一致をみないときに，
この個人の権利と財産権について裁定することである。そして，一方の当事者
が虚偽の争いによって，自分の利益を企て，また特定の意図をもって知りたい
と思っている法律問題について裁判所の見解を得ようとしても，訴訟で対立し
ている両当事者として出頭する者同士の間に実在する実体のある争いがなけれ
ば，これは濫訴となり，裁判所は常にこの濫訴を許しがたいとし，侮辱罪であ

８ RAMOS GONÁLEZ, Carlos E.,“Derecho constitucional: E.L.A. v. Aguayo o los
～albores de la independencia judicial puertorriquena,”Revista Jurĺdica de la Uni-

versidad Interamericana de Puerto Rico, V. XXXIV, Núm.３,２０００, p.６４０.
９ Ibid.
１０ E.L.A. v. Aguayo, cit., p. 561; Lord v. Veazie,８How.２５０（１８５０）, p.２５４.
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ると考えてきた」と。
そして，最高裁判所は，事実の内容を次のように要約する１１。
① 原告の住宅局は，自局の連邦職員と証券所有者の弁護士の疑義を払拭す
るために都市再開発法の合憲性についてこの裁判所の意見を求めるという
のが唯一の目的で，訴えを提起した。
② ⒜ 被告のマルティン・アグアヨは，この訴訟に個人的で実在する利害

をもっていなかったし，今ももっていないし，訴訟を続ける気もない。
⒝ アグアヨは，この訴えが何らの費用も煩わしさもないので被告と
なったことを，当初認めていた。
⒞ アグアヨは，当局から金銭を受け取ったとき，自分の財産を売った
ものだと信じた。
⒟ 「愛国主義と公共精神」という理由と，友人を「喜ばせ」たいがた
めに，訴訟の継続を後になって承諾した。

③ 住宅局が，以下の点についても訴えの両当事者を完全に支配していたこ
とにいささかの疑問も生じる余地はない。
⒜ 被告弁護人の選任
⒝ 費用の全額負担
⒞ 手続きの全体的な遂行
⒟ 両当事者の契約と主張を含む（控訴の書類を除く）全文書の検討と
作成
⒠ 住宅局の弁護人を通じて被告とその弁護人との関係を誘導し，この
関係を完全に名目的なものにしたこと。

ついで，判決文は，民事訴訟規則の規則７⒟を引用する１２。
「契約の場合と手続き。民事訴訟を発生させうるような紛争の当事者は，訴
えが開始されたなら，弁論なしに，管轄権を有する裁判所に当事者の権利を確
定するために実在する実際の争訟（una controversia real y efectiva）が存在
し，それが善意に基づくものだという趣旨の宣誓をともなう事実の約定に基づ
くことができる。したがって，争いは，訴訟と考えられ，その後のすべての手

１１ Ibid., pp.５８１―２.
１２ Ibid., p.５８２.
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続きは，この規則によるものとする」。
最高裁判所は，このような規定は，連邦法には存在しないものの，大多数の
州にはあって，とくにコロラド州のものに近く，その趣旨は，事実を争わない
ことによって，迅速かつ安価な解決方法を提供しようとするものであると指摘
する。そして，「実在する争訟」の意味を検討し，次のように論じている１３。
「連邦最高裁判所が確立したことは，『実在する争訟とは，対立する法的利益
を有する当事者の法的関係に影響を与えるような，確実で具体的なもの
（definida y concreta）でなければならない』ということである。それは，『実
在し実体のあるもの（real y substancial）』でなくてはならならず，『終局的な
判決による特別の救済』を認めるもので，この点で『仮定の事実に適用できる
法とはどのようなものかということを示す意見とは異なる』。それは，『法的な
裁定に適したもの』であって，『仮定もしくは抽象的な性格の対立または論争
や学術的もしくは虚偽のものとは，区別される』のである」と。
したがって，本件の場合は，「認定された事実と適用される法律を考えれば，
民事訴訟法規則の規則７⒟から求められているような『実在する実際の争訟』
をこの訴えは提示するものではないという結論とならざるをえない」と判示し
た１４。また，合衆国の多くの判例を挙げて，「見逃すことのできない公益（in-
negable interés público）」の観点から訴えが可能であるという主張に対しては，
「引用の判例とその他の多くの判例を精査しても，当事者の片方が訴訟に利害
をもたず，訴訟を続ける気もなく，また他方の当事者がすべての手続きと起案
を完全に支配していたということが明らかにされた以上，裁判所が訴えの本案
を裁定した事件は一つも見つけることができなかった」と判示している１５。
この判決で示された様々な基準は，その後のプエルトリコの最高裁判決で厳
格に維持されているとまでは言えないまでも，おおよそのところ尊重されてい
ると考えられる１６。

１３ Ibid., pp. ５８３―４. アメリカでは，「憲法の定める事件（cases）・争訟（controver-
cies）に該当するか否かをめぐって司法権の範囲が議論され」，「事件性・争訟性，
あるいは単に『事件性』と呼ばれ，司法の中核的概念を形成している」のである。
河野 敬「司法判断適合性・１事件性」芦部信喜編『講座憲法訴訟第１巻』（有斐
閣，１９８７年）２２４頁。

１４ Ibid., pp.５９１.
１５ Ibid., pp.５９１―２.
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⑵ 司法審査と憲法判断回避の準則
最高裁判所は，この事件でとくに論点の中心を占める司法審査制について次
のように言及する１７。「周知のごとく，司法審査は，我々の政治秩序の著しい特
徴であることを忘れてはならない。歴史環境とジョン・マーシャルの独創的な
才能によって，１９世紀初頭の北アメリカの暁の中でこの司法審査の誕生と発展
が促された」と。司法審査制度は，その後も発展し続けたが，合衆国連邦最高
裁判所は，法律の合憲性を判断するという「重大かつ繊細な任務」を遂行する
ことが求められるさいに，司法審査権の行使について自己抑制の基準を定めて
きた。この準則を類型的に整理し示したのがブランダイス裁判官のアシュワン
ダー事件（Ashwander）の賛成意見であった。それは，以下の基準である１８。
① 「裁判所は，友好的つまり非対審手続きでは合憲性の判断をしてはなら
ず，そうした疑問を解決するのは，実在する本物の紛争を裁定する最終手
段であって必要な場合にのみ適切であるから，憲法判断を回避しなければ
ならない。」
② 「裁判所は，憲法問題について，その裁定が必要となっていないのに先
取りして判断を下してはならない。」
③ 「裁判所は，憲法準則について，これを適用できるだけの過不足のない
事実を超えて必要以上に広範な準則を定立してはならない。」
④ 「裁判所は，別の方法で，事件を処理できる根拠が提出されているなら

１６ ÁLVALEZ GONZALEZ, José Julián, Derecho constitucional de Puerto Rico y
relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Temis, Bogotá,２０１０, pp.

１７ E.L.A. v. Aguayo, cit. p.５９６.
１８ Ibid., p.５９６; Ashwander v. Tennessee Valley Authority, ２９７U.S. ２８８（１９３５）, p.
２８７. 要するに，アシュワンダー事件で，ブランダイス裁判官は，これは立法の合
憲性判断を求める株主訴訟であって，原告は現実の財政的利益をもたないと判断し
たのである（STRUM, op. cit., Philippa,（ed.）, Brandeis on Democracy, University
Press of Kansas, １９９５, p. １９１.）。ブランダイス裁判官は，司法権の任務について次
のように言及する。「最高裁判所は，連邦議会の行為が適正であるかについて判断
を下す際に，自己の機能の『大変な重みと細心さ』に何度も注意を喚起しており，
この機能の実行について，連邦裁判所の管轄権は実際の事件と争訟に限られ，助言
的な意見を提示する権限をもたないと力説して，限定してきた」と。その上で，７
つの原則を展開しているが，プエルトリコ最高裁判所判決は，こうした準則を要約
した形で挙げている。
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ば，記録上適切に提起されていたとしても，憲法問題について判断しては
ならない。」
⑤ 「裁判所は，法律が適用されて損害が発生したことを証明できない者の
不服に基づいて，その法律の有効性を判断してはならない。」
⑥ 「裁判所は，受益者の申立てに基づいて，法律の合憲性を判断してはな
らない。」
⑦ 「連邦法の有効性の合憲性について重大な疑義が提示されても，本裁判
所は憲法問題を回避できるような法律の合理的解釈の有無を確かめなけれ
ばならないというのが中核的原則である。」
以上のような憲法判断回避の原則を打ち立てた合衆国の判例準則を挙げたう
えで，プエルトリコ最高裁判所は，法令審査権について説明する１９。「我々の憲
法の第５条第４節は，法律が違憲であると布告する権能を明示的に認めて，
『この憲法および法律に従って，裁判所を構成する全裁判官の多数によらなけ
れば，いかなる法律も，違憲と宣言してはならない』と規定する。そうした制
限は，連邦憲法にも合衆国の州の大部分にも見られないものである」と。そし
て，憲法制定議会での司法権に関する発言を次のように引用している２０。
「私が言いたいのは，憲法問題に関心のある人たちが時間をかけて議論して
いるのは，裁判官の小さな集団が……人民の表明した意志に逆らう特権をもつ
のは適切なのか，合理的なのかどうかということである」と。
このような発言は，憲法制定会議が法令審査権の重みを意識していたからで
あるとして，最高裁は，次のように述べている２１。「間違いなく，憲法制定会議
は，この司法作用の『重大性と繊細さ（la gravidad y delicateza）』を十分意
識し，連邦裁判所が自発的にしてきた以上にこの作用を限定するよう働いた」
と。
したがって，「司法審査の基本原理においては，統治行為の合憲性について
対立する訴訟当事者の現実の争訟の範囲で裁判され，その争訟では，訴訟当事
者間に生まれた紛争を解決するために，行為の合憲的有効性を判断することが
不可欠でなければならない。仮に，我々がこの原則を捨てて，そのかわりに

１９ Ibid., p.５９９.
２０ Ibid., p.６００.
２１ Ibid.
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『公益（interés público）』原理を置くとするなら，我々は，数えられないほ
ど多くの場合，この裁判所を「公益」を害する政府の活動に対する最終的な拒
否権を押しつける権能を有する嫌悪すべき「第三の院（tercera cámara）」ま
たは最高諮問会議（consejo supremo）に変えることとなるだろう」。つまり，
司法権の強大化についても懸念すべきであるから，「我々が必要とされる英知
をもっていたとしても，人民の主権を尊重し，プラトンが『国家』のなかで哲
人王（los filósofos-reyes）に割り当てた役割を果たすことは，我々の社会では
拒否しなければならないのである」２２。
しかしながら，この判決は，司法審査原理の根拠としたアシュワンダー事件
判決の当時の歴史的・政治的背景に十分注意を払っていないし，ブランダイス
裁判官の法思想にも触れていない２３。アシュワンダー事件は，ニューディール
計画の一環としてテネシー峡谷にダムを建設し電気を売るという計画を定めた
連邦法は契約の自由を侵害するとして，民間電力会社の優先株主がこの法律の
合憲性を争って出訴したたものである。この判決は，「ニューディールがもた
らすべきもっとも社会主義に近いもので，反動的だといわれる裁判官からなる
法廷のほとんど全員一致で支持された」と指摘されている２４。この判決が下さ
れたのは１９３５年であるが，ローズベルト大統領と連邦最高裁判所との間に，
ニューディール立法の合憲性をめぐって対立があり，１９３７年に大統領がいわゆ
る「最高裁判所封じ込め計画」を実行しようとしたことはよく知られている。
この事件で大統領の最高裁判所に対する態度がどの程度影響したのかについて
は議論の余地があるだろう２５。いずれにせよ，この判決で展開された「憲法判
断回避」の原則が，合衆国の歴史的文脈とは切り離されたかたちでプエルトリ
コに導入されたのである。

２２ Ibid., p.６０３.
２３ 「ブランダイスは，連邦制度については熱烈な支持者であった。統治権の多くが
連邦制度によって連邦ではなく州にとどめ置かれからであり，州政府は，社会の変
化に対応できるような政策を常に試してみる必要性があるので実験室として使える
からであった」。確かに，「大恐慌の経済危機の後にはなおさらのこと，政府の活動
が必要とされた。にもかかわらず，彼の処方箋は，すべてできるだけ政府の関与を
少なくしようと考えられたものであった」。STRUM, op. cit., p.１８６.

２４ CUSHMAN, Barry, Rethinking the New Deal Court: The Structure of a Consti-
tutional Revolution, Oxford University Press, New York,１９９８, p.３４.
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アグアヨ事件は，プエルトリコにおける司法権と司法審査制の土台となり，
その後の法令審査権の展開の道筋を設定した。この事件における司法権の行使
については，いわゆるブランダイス準則に基づく以上，謙抑的であったといえ
る。しかし，その後の判決には，いわゆる司法積極主義（el llamado activsmo
judicial）と考えられるものもある。たとえば，フィゲロア・フェレル対プエ
ルトリコ自由同盟国家事件（Figueroa Ferrer v. E.L.A.）がこれにあたる。こ
の事件では，プエルトリコ民法の離婚事由には，「協議離婚（divorcio mutuo）」
が規定されていなかったのに対して，プエルトリコ憲法の２条１節「人間の尊
厳（La dignidad del ser humano）は，不可侵である」および同条８節「何人
も，その名誉，名声および私生活と家族生活に対する侵害から法律によって保
護される権利を有する」という規定に基づいて，「協議離婚」が認められた２６。
この判決では，憲法の規定はプライバシーの権利を認めていると解している点
にも特徴がある２７。
しかしながら，最高裁判所は，プライバシーの権利と人間の尊厳の保護の根
拠を憲法の規定に求めることができる点で，合衆国の状況とは異なるとも指摘
している２８。この点では，日本のプライバシーの権利をめぐる学説と判例も，
合衆国ではなくプエルトリコの状況に近いといえる。

２５ ニューディール期の一連の判決をもっと広い歴史的文脈に位置づけるべきだとい
う主張がある。１９２３年，著名な法曹や学者たちが，「アメリカ法研究所（the Ameri-
can Law Institute）」を立ち上げた。その目的は，当時のコモン・ローの複雑で錯
綜した状況をラングデル（Langdell）（１９世紀末，事例研究による教育方法（casebook
method）を導入した）の考え方にそって再編することであった。「１９３４年までに，
ヒューズ（Hughes），ストーン（Stone）およびカードーゾ（Cardozo），つまり再
編集計画の創設者たちは，合衆国最高裁判所に席をえていた。そして，同年までに
再編集運動の最初の創立委員は，ラングデル教育法の支配の時代に熟練した法律家
となり，連邦の憲法に再編州方法論を刻印し始めていた」のである（Ibid., p.１５４.）。
そして，「この刻印が，どこよりもはっきり出ているのが，ネビア対ニューヨーク
事件判決（Nebbia v. New York,２９１U.S.５０２（１９３４））であった」。この事件では，
ニューヨーク州当局のミルク価格規制が実体的適正手続き（この場合，財産権の保
障）を侵害するとして争われた。最高裁は，ミルクの価格も公益に関係するとして，
従来の公益と私益の截然論を撤回し，価格規制を合憲であるとした（Ibid., pp.１５４―
５.）。このような最高裁の考え方の流れに，アシュワンダー事件判決を位置づける
ことも可能であろう。

２６ Figueroa Ferrer v. E.L.A.,１０７D.P.R.２５０（１９７８）.

７３占領と宗教―比較の中の政教分離原則―カリブ海諸国と日本⑶



４ プエルトリコの司法審査基準
アグアヨ事件の最高裁の判決理由に示されているように，プエルトリコの司
法審査権は，アメリカ合衆国の連邦最高裁判所と同様に強力な権限であること

２７ この判決は，最高裁判所がプライバシーの権利を認めた先例に触れ，「すでにプ
ライバシーの権利（derecho a intimidad）の広範性に言及してきた」と述べ，さら
に別の最高裁判所判決を引用して次のように論ずる。
「人間の基本的権利の周りに組織され，こうした権利によって組織された民主主
義社会においては，国は，家族関係のような感情的で敏感な心の糸への干渉は最小
限にしなければならない。私生活への侵入は，健康および公共の安全または被害者
の生命と幸福に対する権利という優越的な理由から必要とされるときにのみ，許さ
れるものでなくてはならない。また，プエルトリコ自由同盟国家憲法は，人間の尊
厳が不可侵であると宣言し，出生，素性または社会的地位を理由として差別しては
ならないとするときにも，そう求めている」と（Ibid., p.２６０.）。
そして，「プライバシーの権利と人間の尊厳に拡大された保護については，「憲法
は，この権利と保護を明文をもって承認しているのである」と説示して，これらの
根拠を憲法の明文規定に求めている（Ibid., p.２６１.）。

２８ 「合衆国の状況は，異なる。プライバシーの権利の本当の起源は，正確には決め
られていない。この権利は，合衆国憲法修正第５条と第１４条の法の適正手続きに関
する条文の『自由』の言葉から採られ」ていると説明し，ロウ対ウェイド事件（Roe
v. Wade,４１０U.S. １１３,１５３（１９７３））を引用している。これ以外にも，その論拠とし
て修正９条（Griswold v. Connecticut, ３８１, U.S. ４７９, ４８６―９９（１９６５））や特権および
免責条項（Doe v. Bolton, U.S.１７９,２００（１９７３））や論文などを掲げている（Ibid., p.
２６１．）。
そして，プライバシーの権利の意義を次のように説示している。「プライバシー
の権利は，その起源が曖昧であるのにもかかわらず，合衆国で大変な勢いで発展し
た。『不可侵の人格（la personalidad inviolable）』原則に関するウォーレンとブラ
ンダイスの論文は，大変な衝撃を与えた（Warren & Brandeis, The Right to Pri-
vacy,４Harv. L. Rev.１９３,２０５（１８９０））。オームステッド対合衆国事件（Olmsead v.
United States, ２７７ U.S. ４８３, ４７８８１９２８））における有名な少数意見で，ブランダイ
スは，プライバシーの権利について『諸々の権利のうちでもっとも包括的なもので
あり，文明人がもっとも高く評価する権利』であると述べている。その後の判決で
も，この権利は，承認されて，拡大し続けた。１９６５年，合衆国連邦裁判所は，この
権利にも基づいて州法を無効とした（Griswold v. Connecticut,３８１, U.S.４７９,（１９６５）.
En Eisenstadt v. Baird, ４０５ U.S. ４３８）」（Ibid., p. ２６１．）。むろん，今日ではプライ
バシーの権利の意義について，様々な説明が試みられている（Ｊ・ルーベンフェル
ド／後藤光男・森下史郎・北原 仁訳『プライヴァシーの権利』（敬文堂，１９９７年）
参照）。
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前提にしつつ，自己抑制の必要性を強調している。この自己抑制は，合衆国の
連邦最高裁判所判例の基準にならっており，その準則は，積極的要件と消極的
要件に分けられ，その内容は次のように整理できる２９。
A 積極的要件（憲法判断が可能である要件）
① 事件または争訟が問題となっていること。
② 裁判所が事件と人物に対し裁判管轄権を有すること。
③ 申立人が原告適格を有すること。
④ 裁判であるか否かを問わず，すべての手段が尽くされていること。
B 消極的要件（憲法判断が否認される要件）
① 事件が学術問題であること。
② 政治問題が取り扱われていること。
③ 諮問的意見が問題となっていること。
④ 事件が判決を言い渡すほど成熟していないこと。
⑤ 偽りの訴訟であること。
以上の要件に加えて，司法権は，他の統治部門の行為を尊重するという一般
的な準則がある３０。
㋐ 法律は，合憲であると推定されなければならない。立法府の決定は，正
当性の推定を受ける。
㋑ 提起された事件を解決するのに必要な範囲を超える憲法準則を定めては
ならない。
㋒ 他の種類の根拠があるならば，憲法問題に入ってはならない。
㋓ 法律の合理的な解釈によって問題を回避し，当該法律の瑕疵を治癒する
ことができるならば，合憲性を判断してはならない３１。
このように，プエルトリコ最高裁判所の憲法判断の準則は，アメリカ合衆国
連邦最高裁判所が積み重ねてきた判例の準則に依拠している。しかしながら，
両裁判所が決定的にことなるのは，プエルトリコ最高裁判所の判決に対しては，
合衆国連邦最高裁判所に上訴できる点である。プエルトリコは，「合衆国に属
するものの，その一部ではない未編入領土（territorios no incorporadas）」を

２９ MALAVET VEGA, Pedro, Derechos y libertades constitucionales en Puerto
Rico, Ediciones, Lorena, Ponce, Puerto Rico,２００３, pp.１７５―６.

３０ Ibid., pp.１７６―７.
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形成しているが，州と同じようにプエルトリコ最高裁判所判決も，一定の条件
で合衆国連邦最高裁判所において審査されうるからである。ただし，審査は，
プエルトリコ最高裁判所の判決が合衆国憲法または法律の解釈に根拠がある場
合だけ可能である。プエルトリコの憲法または法律の意味の解釈については，
合衆国憲法または法律に違背しないかぎりプエルトリコ最高裁判所の判決が終
極のものである３２。
基本権の解釈については，プエルトリコ最高裁判所は，その範囲と最低限の
保護について合衆国連邦最高裁判所が定めた解釈に支配されている。現在，プ

３１ プエルトリコ自由同盟国家の司法部門自身による説明でも，次のように要約され
ている。La Rama Judicial de Puerto Rico, Capĺtulo: El Poder Judicial del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, ２ａ Ed., La Imprenta de la Rama Judicial de
Puerto Rico,２０１４, San Juan, p.４３.「裁判所が有する司法審査権によって違憲と決め
ることは，司法部門と国家の他の部門と衝突する可能性を生ずるゆえに，憲法判例
は，司法審査権の行使を制約する様々な法理を展開してきた」のであるが，この法
理は，他の統治部門との不必要な衝突を避け，司法権の道徳的な権威と威厳を保つ
という目的において自己制限の手段なのである。
第一の原理として，争訟事件性の法理（la doctrina del caso judiciable）があり，
これは，後日，正式に解決されることになる相対立する法的利益が存在する特定の
争いが問題とされていなければならないというものである。原告適格（legitimació
n activa）については，①申立人が明白で認識できる損害を蒙ったとき，②損害が
実在し，直接的で，明確なものであって，抽象的または仮定のものではないとき，
③実行行為と申立の損害との間に合理的な因果関係が存在するとき，そして，④訴
えの理由が憲法または何らかの法律によって生ずるときに認められる（Ibid., pp.
３３―４.）。
また，成熟性の法理（la madurez）も採られおり，すなわち，司法審査に値する
具体的な争訟が始まっていなくてはならない。学術性（academicidad）の法理は，
争いがいぜんとして存在していなければならないというものである（Ibid., p. ４４.）。
最後に，政治問題の法理（cuestión pol ĺ tica）があり，これは，権力分立の憲法上
の原理に由来する。政治的争いは，その解決が他の統治部門に属するので，司法の
決定になじまないというものである（Ibid., pp.４４―５.）。こうした法理に加えて，最
高裁判所は法律の有効性が問題とされるときには，その合憲性に重大な疑問が生じ
ても，最初に，憲法問題を回避できる法律の合理的解釈があるか否かを決めなくて
はならない（Ibid., p.４５.）。

３２ RAMOS, Carlos E.,“La Constitución de Puerto Rico y el derecho constitucional
～perutorriqueno,”Criterio Jurĺdico, V. 8, No. ２（２００８―２）, Santiago de Cali（Colom-

bia）, pp.１１７―８.
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エルトリコの最高裁判所は，類似の憲法規定については合衆国連邦最高裁判所
が認めたものよりも手厚い保護をすることができる（最小限の連邦領域の法理
―“doctrina de ámbito mĺnimo federal”）。プエルトリコ憲法は，合衆国憲法
に規定されていないこの国なりの憲法上の権利をもつことができるし，また
もってもいる。こうした権利の保護の範囲と領域について最後に終局的に解釈
するのは，合衆国連邦最高裁判所が定めた最小範囲の保護が与えられる他の基
本権的権利の行使と抵触しないかぎりは，プエルトリコ最高裁判所の任務である３３。
最高裁は，憲法裁判所としての役割を強調する方向で改革がおこなわれてき
たのであるが，１９９４年，控訴審として巡回控訴裁判所（un Tribunal de Cir-
cuito de Apelaciones）を設置したことで，その方向に大きく進展した。この
改革によって，最高裁判所の審査権は，基本的に裁量によるものとなったから
である。それが，サーシオレイライ（cerciorari＝裁量上訴）である３４。
最高裁判所がサーシオレイライの決定を下すか否かについては，５つの基準
がある３５。すなわち，
① 提起された問題が初めてのものかどうか。
② 初めての問題でなくとも，提起された問題に関する規定の文言が公益に
とって重要であること。
③ 現行規定の再定義または変更しなくてはならないか。
④ 当該の事件において，第一審裁判所の法廷の間または控訴裁判所の法廷
の間で対立があるかどうか。

３３ Ibid., pp. １１８―９. したがって，『合衆国憲法の「最高法規（Cláusula de Supre-
macĺa）』（６条）によって，プエルトリコの憲法も法律も，合衆国憲法に反するこ
とはできない。したがって，連邦法が北アメリカの政府機関に犯罪捜査の仕組みと
して電子機器によって電話の会話を傍受することを認めるのであれば，プエルトリ
コ憲法がどんな方法でも電話の傍受を明確に禁止していても，この方法は，適法な
のである。同じように，プエルトリコ憲法が刑罰として死刑を禁止していても，死
刑は，プエルトリコの領内で侵された『連邦の罪（delitos“federales”）』として，
プエルトリコの合衆国地方裁判所が科すことができるのである」（Ibid., p.１１９.）。

３４ HERNÁNDEZ DENTON, Federico,“El Cerciorari en el Proceso Apelativo de
Puerto Rico y Estados Unidos,”Revsta Sistema Judiciales, Centro de Estudios de
Justicia de las Américas, CEJA, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Pe-
nales y Sociales, INECIP, No.１３,２００８, p.３２.

３５ Ibid., p.３４.
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⑤ 決定の承認または理由を示した命令の発行が，別の形で法律を擁護し，
国法を導く最高裁判所の役割に寄与するかどうか。

Ⅶ プエルトリコにおける信教の自由と政教分離原則

１ 原告適格―政教分離原則と納税者訴訟
日本では，政教分離原則に関する裁判例の多くが，地方自治法２４２条の２に
基づき民衆訴訟によって下されている。この民衆訴訟のモデルとなったといわ
れる納税者訴訟について，日本でも合衆国連邦最高裁の判例が紹介されてい
る３６。プエルトリコの最高裁判所が，この問題に最初に答えようとしたのが，
ブスカリア判決である３７。最高裁は，原告適格はプエルトリコ法の問題である
とし，訴えは公共訴訟の性格を有し，この訴訟ができなければ政府の違法な支
出に対して効果的な救済手段がなくなってしまうだろうと指摘して，連邦レベ
ルでの納税者訴訟を否認した合衆国連邦最高裁のメロン判決の準則を拒否した。
同じ年，最高裁は，別の事件でも納税者訴訟を認めた３８。
しかし，その後，納税者訴訟を禁ずる法律が制定された（１９４６年２月２５日の
法律２号）。この法律は，次のように規定する。
「プエルトリコのどの裁判所も，原告が納税者もしくは団体としての納税者

３６ 「原告適格に関するアメリカの判例理論の歴史的展開を見る場合に最初に挙げる
べき重要な判例はFrothingham v. Mellon, ２６２ U.S. ４４７（１９２３）である」。高橋和幸
『憲法判断の方法』（有斐閣，１９９５年）２４１頁。この判決は，連邦レベルでの納税者
の原告適格を否認したものであった。しかし，この判例は，フラスト事件判決
（Flast v. Cohen, ３９２U.S.（１９６８））で変更され，連邦レベルでも納税者訴訟が認め
られた。この判決で納税者訴訟が認められる理由として，連邦議会が課税・支出権
限の憲法上の制限に反して立法しているか否かが論じられ，この制限に「修正１条
の国教分離・宗教活動の自由条項は議会の課税・支出権限に対する納税者を保護す
るための特定された制限」が当ることが挙げられている（同前，２６３頁）。フラスト
判決は，「連邦納税者は連邦法の合憲性を争う原告適格を欠くとした」１９２３年のメ
ロン判決に対し，「なお伝統的な個人的な権利・利益という基盤に立ちつつも，先
に触れた『論理的関連』という限定の下に，納税者訴訟を認めたものである」（佐
藤幸治『憲法訴訟と司法権』（日本評論社，１９８４年）１２３～４頁。

３７ Buscaglia, Tes. v. Corte,６４D.P.R.１１（１９４４）.
３８ Tugwell, Governador v. Corte,６４D.P.R.２２０（１９４４）.
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を代表することより他に訴えもしくは手続も請求の資格を有しないとき，また
納税者として法律……もしくは活動によって損害を蒙っているか，または蒙る
ことがあるときにも，どんな法律……または法律が認める公務員のどのような
活動の有効性もしくは合憲性に不服を申し立てる訴えまたは手続き……を審理
する裁判権を有しない」。
したがって，納税者訴訟は，明文をもって禁止されたのである。しかしなが
ら，最高裁は，トーレス事件で次のように判示した３９。
判決は，連邦最高裁のメロン判決に言及し，「一般的には，連邦の裁判権で
は，自分の利益が他の市民がもちうるような利益とは何らかのかたちで区別さ
れなければ，納税者というだけの資格で訴訟の結果に利益を有するにすぎない
者に原告適格は，否定されている」と述べた。次いで判決は，フラスト判決を
引用し，「しかしながら，連邦最高裁判所は，納税者は国教設立禁止条項に
従って政府の支出に不服を申し立てるときには，その原告適格を有する」と判
示して，前記の一般準則の例外を認めたのである４０。
さらに，判決は，フラスト判決の判旨と合衆国の憲法学説を引用し，「（憲法
第２条）第３節（政教分離原則）と国の私立学校の支援を禁ずる規定の間に存
在する緊密な関連性によって，前記の第２条第５節に従った請求の基準を採択
している。憲法制定会議の歴史から分かることといえば，この憲法規定の目的
の一つが多様な宗教の傘下団体の経営する私立学校を支援するために公金を使
用することを避け，教会と国家と分離を護ることであった」と説示する４１。
したがって，「この種の事件での原告適格については，憲法レベルの公的政
策によって，訴訟が教会と国家との分離という憲法原則または国が私立学校を
支援すること禁ずる条項に基づいているときには，納税者訴訟を禁ずる法律は
適用されないと決するに至った」と結論づけている４２。

３９ Asocación de Maestros P. R. v. Srio. Educación［（Torres）］, １３７ D.P.R ５２８
（１９９４）, p.５６９.
４０ Ibid., p.５３８.
４１ Ibid., pp.５４０―１.
４２ Ibid., p.５４３.
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２ 信教の自由・政教分離原則と最高裁判所判例
プエルトリコ憲法は，信教の自由を保障するとともに政教分離原則を規定し
ているが，規定の文言は，合衆国憲法の修正１条の文言とはいささか異なる。
修正１条は，「連邦議会は，国教を樹立し，または自由な宗教行為を禁ずる法
律を制定してはならない」と定めるのに対して，１９５２年のプエルトリコ憲法２
条３節は，「いかなる宗教も，国教とする法律を制定してはならず，宗教の自
由な行使を禁じてはならない。教会と国家は，完全に分離しなくてはならない
（Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado.）」と定め，政教分離
原則を明記している４３。さらに，プエルトリコ憲法２条５節５項では，「国に属
さない学校または教育施設の維持のために公有財産も公金も用いてはならな
い」と定め，公金支出にも制限を設けている４４。したがって，政教分離原則に
ついては，プエルトリコ憲法の規定の方が，合衆国憲法の修正条項の規定より
も明確である４５。そこで，信教の自由の侵害の禁止と宗教の援助の禁止が，合
衆国憲法以上にプエルトリコ憲法では要請されていると解することもでき，両
者の間の緊張は，不可避となっている。
この点について，プエルトリコの判例は，連邦最高裁判所の判例に追随して
きた。ただし，合衆国における宗教団体が経営する私立学校への公的扶助が政
教分離原則に反するという事件ではなく，雇用契約４６や労使関係４７，教会の決定
に対する裁判所の介入４８さらには信教の自由に対するプライバシーの権利４９，教
会財産の所有権５０などの事件で問題とされてきた５１。いずれにせよ，信教の自由
と政教分離とが緊張関係にあることから，①そこにはプエルトリコ憲法の下で
重要な権利を認めるなんらかの余地があるのか，②プエルトリコにおいては信
教の自由は，連邦法が認めるものよりも広範であるから，必然的に連邦の国教
禁止条項に反することになるのか，③プエルトリコで連邦の国教禁止条項より
も厳しい制限を認めることは，連邦の信教の自由の条項に反することになるの

４３ 前掲・拙稿「合衆国の占領と憲法―各国憲法と連邦領組織法の法文対照表」，１５２
頁および１５７頁参照。

４４ ただし，教育については，「公教育制度を設け，これを無償で完全に無宗派によ
るものとする」（２条５節３項）と定め，公金支出については，「公共目的および国
家制度の維持と運営のために，いずれの場合にも法律による場合のみ，公共財産と
公金を支出しなくてはならない」（６条９節）と定めている（同前，１６２頁参照）。

８０ 駿河台法学 第２８巻第２号（２０１５）



か否かという問題が生ずる５２。
信教の自由に関する連邦裁判所判例も時代とともに変化してきているが，プ
エルトリコの判決の指針となっているものとしてサンテリア教の教会がフロリ
ダ州のハイアリー市条例を信教の自由を侵害するとして訴えた事件がある。市
は，食料とする目的以外に公私の儀式・祝祭で動物を犠牲に捧げることを禁ず

４５ 憲法制定議会では，まさにこの点が問題となった。当時の状況は，次のように説
明されている。「カトリックの立場とプロテスタントの立場の本当の違いは，非宗
教的または宗派的な教育・慈善機関に対する公的補助問題をめぐる立場にあった。
カトリック教会が憲法は修正１条の法文を再録するにとどめるよう願ったのは，明
らかに合衆国憲法では内容的により広範にわたる援助の余地が認められるという公
立学校問題の前提が認められると確信していたことによる。他方では，プロテスタ
ント教会は，宗派の学校への援助は，結局はカトリック教育の利益に帰するのでは
ないかとおそれていた。当時すでに非宗教的な学校だけでなく教会区の学校に通う
生徒に図書を贈呈することも（Cochran v. Louisiana State Board of Education,２８１
U.S.３７０（１９３０）），生徒の通学費を払い戻すことも適切である（Everson v. Board of
Education, ３３０ U.S. １（１９４７）），と連邦最高裁判所が判決を言い渡していた。また，
マッコラム事件において，一定期間自ら選択した宗教教育を受けることを生徒に許
す法律を無効とした（McCollum v. Board of Education, ３３３ U.S. ２０３（１９４８））。当
時のプエルトリコでは，こうした判決が体現したいわゆる児童の福利の理論は，合
衆国で認められるほどには，実際上認められていなかった。学校給食と教科書無償
給付計画も，私立学校には拡大されていなかった。その代わりに，教会は，財産税
を免除されていた」。したがって，カトリック教会とプロテスタント教会は，この

～「生徒の福利理論（teorĺa del beneficio a la ninez）」で妥協できたのである。TRÍAS
MONGE, José , Historia constitucional de Puerto Rico, V. III, Editorial de la Uni-
versidad de Puerto Rico,１９８２, p.１７８.

４６ Dĺaz Hernández v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, １２３ D.P.R. ７６５（１９８９）; Mer-
cado v. Universidad Católica de Puerto,１４３D.P.R.６１０（１９９７）.

４７ Academia San Jorge v. J.R.T., 110 D.P.R.１９３（１９８０）.
４８ Agostini Pascual v. Iglesia Católica,１０９D.P.R.１７２（１９７９）.
４９ Sunc. De Victoria v. Iglesia Pentecostal,１０２D.P.R.２０（１９７４）.
５０ Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Juscristo,１５０D.P.R.５７１（２０００）.
５１ PITINO ACEVEDO, Yolanda,“Reflexionemos constitucionalmente,”La Revista

～de Derecho Puertorriqueno, V. ３６, １９９７, p. １４; SANTIAGO LUGO, Israel,“Breve
reflexión sobre la separación de Iglesia y Estado bajo la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico,”Koinonĺa, Anuario２００８／２００９, Pontificia Universi-
dad Católica de Puerto Rico,２００９, pp.５２―４.

５２ ÁLVALEZ GONZALEZ, op. cit., p.１１９３.
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る条例を制定したのにたいして，教会は，この条例は自由な宗教行為を侵害し
違憲であるとして出訴した。連邦最高裁は，この主張を認め，条例を違憲であ
ると次のように判示した（Church of the Lukumi Babatu Aye v. City of Hi-
aleah）５３。
自由な宗教行為について判例上確立された一般的な命題というのは，「中立
的で広く一般に適用される法律が特定の宗教行為に負担をかけるという付随的
な効果をもつものであれば，その法律は強度の政府の利益によって正当とする
必要はないというものである５４。中立であることと広く一般に適用できるとい
うことは相互に関連しており，この事件で明らかとなっているように，片方の
要件を充足しないと，これは，他方の要件を充足していないということを示す
可能性が高い。両者の要件を充足しない法律は，強度の政府の利益によって正
しいとされなければならず，このような政府の利益を増進するためにぴったり
あつらえたものでなくてはならない。この条例は，スミス判決の要件を充足し
ていない」。つまり，法律が宗教諸派に対して中立的なものであって，特定の
宗教行為を標的としているのではなく広く一般に適用されていて，たまたま
（つまり付随的）な効果をもたらすのにすぎないのであれば，その法律は信教
の自由を侵すものではないというのである。
このように，信教の自由の条項は，宗教を受け入れるよう求めている。しか
し，政教分離原則は，宗教を受け入れることを拒もうとする。連邦最高裁は，
政教分離原則を調整する原則を立てることによってこの矛盾に対処しようとし
ている。その代表的な判決として，連邦最高裁のレモン事件判決が引用されて
いる５５。この高名な判決は，次のように述べている。
「この分野ではどんな分析も，連邦最高裁判所が多年にわたって展開してき
た基準の集積から始めなければならない。我々の判決からは，そうした基準を
三つ拾い集めることができる。第一に，法律は，世俗的な目的のものでなけれ
ばならない。第二に，その主なまたは一番の効果が宗教を促進するものでも妨

５３ Church of the Lukumi Babatu Aye v. City of Hialeah,５０８US５２０（１９９３）, p.５３１.
５４ 参照判例を次のように掲げている。“Employment Div., Dept. of Human Resour-
ces of Ore. v. Smith, supra.”

５５ ÁLVALEZ GONZALEZ, op. cit., pp.１１９３―４；「政教分離」『英米法百選［第３版］』
（１９９６年）４０頁。
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げるものであってもいけない。最後に，法律は，政府と宗教との過度の関わり
合いを生み出してはならない」。
このレモン判決については，「１９８０年代以降最高裁では，新しい合憲性判断
基準（endorsementやcoersion test）が提唱されたり，レモン・テスト全廃が
主張されたりと，このテストの有効性をめぐる状況は混沌としている」と指摘
されていたが５６，現在でもこのような状況に大きな変化はないようである。ま
た，レモン事件判決は，「助成対象のほとんどはカトリック系私立学校であっ
た。本来厳格分離主義的枠組であったレモン・テストがこうような事案で確立
されたことに，カトリック教会に対する米国社会の伝統的冷やかさの一端を垣
間見ることができよう」とも指摘されている５７。
しかしながら，合衆国が少なくとも米西戦争以降占領したカリブ海と太平洋
の島々は，そのほとんどがローマ・カトリックを国教としており，カトリック
教会は，一大社会勢力であった。そのうえ，前記のサンテリア教は，キューバ
に輸入された黒人奴隷たちがアフリカからもってきた土着の信仰にカトリック
教が取り入れられた混交宗教の一つであって，比較的近年になって合衆国に移
民とともに定着した宗教である。したがって，合衆国による島嶼地域の占領以
前には，ローマ・カトリック教が国教とされ，プロテスタント諸派の布教は制
約される一方で，黒人を中心とする民衆には混交宗教が信仰されつつも，これ
は主流派の宗教家ら抑圧されていた。プエルトリコではこのサンテリア教にあ
たるのがエスピリティスモ（espiritsmo）である５８。したがって，サンテリア
教に関する連邦最高裁の判決は，プエルトリコの宗教にも指針を与えるものと
考えることができる。
合衆国が占領した島嶼地域には，信教の自由と政教分離原則が掲げられた
「権利章典」が導入され，この自由と原則はプエルトリコ憲法に結実し，とく
に政教分離原則は，合衆国よりも厳格に規定されたのである。したがって，
「厳格分離主義的枠組」であったレモン・テストをプエルトリコ憲法の厳格な
政教分離規定に適用するという方法は，それなりに整合的である。つまり，合
衆国の連邦最高裁の判例の動向とは別に，レモン・テストはプエルトリコ憲法
の規定にとって独自の有効性が認められるのである。

５６ 同前・「政教分離」，４１頁。
５７ 同前。
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３ 政教分離原則をめぐるプエルトリコ最高裁判所判決
⑴ 政教分離原則とプライバシーの権利
宗教活動にともなう騒音は，どこまで許されるのかという問題について（騒
音に対してプライバシーの権利が認められるのか），ペンテコスト派教会の活
動にともなう騒音をめぐる事件において，１９７４年，最高裁判所の法廷意見は，
次のように述べている５９。
「憲法上の保護は，良心の自由にも及ぶが，苦痛を与える自由を守っている
わけではない。国は，宗教的信念や信条に干渉することはできないが信者が家
族のプライバシーの権利をなくしてしまうほどまでに侵害するときには，その
参加の方法に干渉することはできる」６０。したがって，「この民事訴訟を可能と
する迷惑禁止法は，被上訴人の権利を回復するのに適切な手段である。これら
の者は，騒音が家に入ってくるのを防止する『障壁』を求める権利を有する」
と６１。国は，信者の宗教的信条に干渉することはできないが，信者の宗教活動
が家族のプライバシーの権利をはなはだしく侵害する場合には，こうした宗教
活動に干渉することができるのである６２。
ところが，この判決は，宗教団体の反発を招き，反対運動は，宗教活動にと
もなう音声を刑法と民事訴訟法の適用範囲から除外する法改正（１９７４年４月２９

５８ 政府は，こうした宗教を近代化の障害物と見なし，迷信として排斥しようとした。
その矛先は，農村地帯のアフリカ系住民に向けられがちであった。「迷信反対運動
は，同じように有色の市民を標的にしたのではなかったが，プエルトリコの役人や
批判的文化人は，農村の貧しい人たちに着目し，こうした人たちは一般的に市民と
して自分の責任を引き受けるのには適していないと考えた。しかしながら，２０世紀
のプエルトリコでは暴力的な迷信反対運動の残した傷は，きわめてまれであった。
政府の役人は，宗教指導者の活動が農村の労働を乱すとき，またはその動員が平安
を乱すとものと解するのが明白となった時点で，そうした宗教指導者を逮捕したの
である」。つまり，暴力ではなく，世論と啓蒙によって対処しようとしたのである。
ROMÁN, Reinaldo L., Governing Spirits: Religion, Miracles, and Spectacles in Cuba
and Puerto Rico, １８９８―１９５６, The University of North Carolina Press, Chapel Hill,
２００７,, p.８.

５９ Sucn. De Victoria v. Iglesia pentecostal１０２DPR２０（１９７４）.
６０ Ibid., p.２８
６１ Ibid., p.３０.
６２ Artĺculo２―３: libertad de Culto, http:／／www.ramajudicial.pr.／leyes／constitucion／
articulo２-３.htm

８４ 駿河台法学 第２８巻第２号（２０１５）



日の法律２１号および２２号）に至った。そこで，またしてもペンテコスト教会の
近くのある家族が，この教会から漏れ出てくる騒音を理由に，教会に対して差
し止めと損害賠償を請求した。訴えの一部として原告は，宗教活動を適用範囲
から除外する法律２１号および２２号の合憲性を争った。ペンテコスト派の教会活
動によって騒音による被害の救済を求めた者が損害賠償と違憲の宣言を求めて
出訴したのである６３。事件は，最高裁で審理され，裁判官の意見は割れたが，
法律２１号（刑法の改正部分）が違憲であることでは一致を見た。最高裁の首席
裁判官を含む三人の裁判官の賛成意見（一部反対意見）は，以下のように訴訟
の経緯を説明する６４。
第一審裁判所は，証拠を精査して，事実の概要について次のように判示した。
被害者の「住居から３０メートルに位置する教会は，週に４回，すなわち火曜，
水曜および木曜日の夜ならびに日曜日の午前８時から午後１時まで，宗教儀式
を執り行っていた。この儀式の間に，信徒たちは，大声で賛美歌を歌い，拡声
器で話し，大音響のエレキギターを含むさまざまな管楽器・打楽器を演奏し，
その結果，生じた音声は，敷地を超えて近隣住民の平穏と静寂を害した。寺院
には気温調節もなく，防音壁や屋根もなかったので，儀式で生じた騒音は，近
隣全体に，特に被害者家族の住居に広がった」。
第一審裁判所は，また次のように説明している６５。「この状況を解決するため
に請求人が司法以外の方法を尽くしたが徒労に終り，環境保全委員会は，紛争
を有効に解決するのに必要な手段を欠いていた。……当局には全国の騒音測定
の調査官は，二人しかおらず，……一件あたりの争いを解決するのに約２５６日
を要していた。他方，警察は，法律が明示的に宗教儀式の間に生じた騒音をそ
の適用範囲から除外しているため，紛争に介入しなかった」。
そして，次のように結んでいる６６。「請求人の私生活は，『自分と家族にとっ
て本当の地獄』となって」おり，「こうした状況では，平和的な家族生活の共
存は，不可能であった」。
以上のような事実に基づき，最高裁は，政教分離原則の適用原理を考察す

６３ Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem１２９D.P.R.２１９（１９９１）
６４ Ibid., p.２６０―１.
６５ Ibid., p.２６１.
６６ Ibid., p.２６２.
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る６７。「信教の自由と国教設立の禁止とのあいだにある必然的な対立を解決する
ための最良の基準は，当該行為の中立性概念である。この基準の助けをかりれ
ば，行為の宗教的性質によって宗教組織は他の組織と同じ平面に立たされない
から免責されるということは，国教設立禁止条項に違反する。多元的社会では，
国家は，信者にもそうでない者にも中立でなければならない。自分のそれぞれ
の信条を広げ，守るのは，国家ではなく市民の役割なのである」。
そして，この中立性原則は，連邦最高裁判所のエヴァソン判決に由来すると
して，次のように説示している。
「修正第１条の『国教』条項は，少なくとも次のことを意味する。すなわち
それは，州も連邦政府も，教会を建てることはできない。州と連邦政府のいず
れも，ある宗教を援助し，すべての宗教を援助し，またはある宗教を他の宗教
より優遇する法律を制定することはできない。州と連邦政府のいずれも，何人
に対してもその意思に反して教会に行くか，または教会に行かないよう強制も
しくは強要することはできず，またある宗教を信じるか，または信じないよう
強制することはできない。何人も，宗教的信念を支持し，もしくは信奉するこ
とをもって，または信奉しないことをもって，また，教会を援助し，もしくは
援助しないこともって，処罰されることはない。どのような名称であろうとも，
宗教教育もしくは実践のために用いられる形態がなんであれ，宗教活動もしく
は祈願を維持するために，額の多寡を問わず，租税を課すことはできない。ま
た，州も連邦政府も，公然であろうと非公然であろうと，いかなる宗教組織ま
たは団体の事柄に参加することはできないし，その逆も同じである」。その上
で，三つの判断基準を掲げる６８。「この法理から求められるのは，国教条項に抵
触には，国家行為は，三つの主要原則，つまり，⒜それが世俗目的を有するこ
と，⒝その効果が宗教を促進も圧迫もしないこと，⒞それが宗教問題への過度
のかかわりをもたらさないことという三つの原則をパスすることである（ピ
ラール学校事件）」。ここでは，プエルトリコ最高裁判決のピラール学校事件
（Colegio del Pilar）６９だけでなく，合衆国連邦最高裁の判例も幾つか引用され

６７ Ibid., p.２７３.
６８ Ibid., pp.２７３―４.
６９ 前記注（４６）参照。
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ている７０。
しかし，この意見に対して，次のように批判する反対意見を展開した裁判官
もいる。まず，憲法制定議会の議論に基づき，プエルトリコの政教分離原則は，
「連邦憲法の修正第１条にかかわる北アメリカの憲法理論をまるごと組み込ん
だのであって，この修正第１条を合衆国連邦最高裁判所が解釈してきた」と指
摘する７１。その上で，連邦最高裁のウォーラス対ジャフリー事件判決（Wallace
v. Jaffree,４７４U.S.３８,９１ （１９８４））におけるウィリアム・レンクィスト首席裁
判官の少数意見に言及し，次のように述べる７２。「ジェームズ・マディソンとト
マス・ジェファソンは，国家と教会の間には，『分離の壁（“pared de separación”
（the wall））』がなくてはならないということを決して考えなかった。それど
ころか，レンクィスト首席裁判官の証明したところによると，両者の思想は，
……国教設立の禁止は，ただ単に公式な国教の設立を妨げ，国家が諸宗教間で
差別することを禁止しようとすることを意味したにすぎなかった」と７３。
そして，賛成意見は，「エヴァソン対教育委員会事件判決が何年も前につ
くった教会と国家との間の『分離の壁』という今日では時代遅れの使い古され
た信用のない理論を，誤ってできるだけ復活させようと主張している」とエ
ヴァソン判決の限界を指摘する。賛成意見は，「その後の判決で，前記『分離
の壁』理論は『まったく正確だというわけはなく』，また『なんとか認識され
うるような』『あいまいでぼやけて変わりやすい』理論にすぎない，と連邦最
高裁判所自体が認めたということを避けているか，または無視している７４。ま
た，この意見は，教会と国家との間の『絶対的分離』理論は連邦最高裁判所が
実際には捨てて，日ごとに国家の中立性原理に接近しているという視点を見

７０ “Lemon v. Kurtzman,４０３U.S.６０２（１９７１）; Wallace v. Jaffree,４７２U.S.３８（１９８５）;
Meek v. Pittenger, ４２１U.S. ３４９（１９７５）; Committee of Public Education v. Regan,
４４４ U.S. ６４６（１９８０）; Everson v. Board of Education, supra; Rotunda, Nowak y
Young, supra, sec.２１.３, págs.３４４―３４５.”Ibid., p.２７４.

７１ Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, cit., p.２５１.
７２ Ibid. p.２５２.
７３ Ibid., p.２５２.
７４ 参照判例を次のように掲げている。“Lemon v. Kurtzman, ４０３ US ６０２, ６１４
（１９７１）; Tilton v. Richardson, ４０３US６７２, ６７７―６７８（１９７１）; Wolman v. Walter, ４３３
US２２９,２３６（１９７７）; Lynch v. Donnelly,４６５US６６８,６７３（１９８４）”
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失っている７５」と論じている７６。
さらに，「従順で自動的な筆記者のように，文字どおりにレモン判決をもと
につくられた『基準（el“criterio”（test））』を適用し続ける」のも誤りであ
ると続ける７７。これもまた，「この『基準』は連邦最高裁判所の構成裁判官が後
に単なる『案内（una“guĺa”）』として７８，また『ポストの印以上に役立つも
のでない』ものとして，書いたということをさけているか，または無視してい
る７９。些細なことであるかのように，……連邦最高裁判所は，リンチ事件
（Lynch v. Donnelly）において前記「基準」がけっして連邦最高裁判所を拘
束するものではないということを明らかにし，さらに審理にいたった二つの事
件でその適用を拒否しさえしている８０」と指摘して，レモン判決の基準の適用
方法も批判している８１。つまり，この意見は，賛成意見を「自動的・機械的な
かたちで適用された古びた時代遅れの憲法理論に基づいている」と難じている
のである８２。
最後に，請求人に対して「２万５千ドルの不適切な金額を認める多数派の裁
判に断固反対するものである」と述べ８３，賠償金額に反対して，さらに，「本裁
判所が不自然で真実性を欠くような高度に疑わしい事実ではない証拠に基づい
て有責であるとして実際上宗教施設に経済的な破滅をもたらすことは，まこと
に嘆かわしい」と結んでいる８４。

７５ 参照判例を次のように掲げている。“Cf. Roemer v. Maryland Public Works, ４２７
US７３６,７４７（１９７６）; Tribe, Constitutional Law,２ａ ed.１９８８, p.１１６６―７.”

７６ Ibid., p.２５３.
７７ Ibid.
７８ 参照判例を次のように掲げている。“Committee for Public Education & Relig-
ious Liberty v. Nyquist,４１３US７５６（１９７３）”

７９ 参照判例を次のように掲げている。“Muller v. Allen, ４６３US３８８（１９８３）; Larkin
v. Grendel’s Den, Inc.,４５９US１１６（１９８２）”

８０ 参照判例を次のように掲げている。“March v. Chambers, ４６３ US ７８３（１９８３）;
Larson v. Valente,４５６US２２８（１９８２）”

８１ Ibid., p.２５４.
８２ Ibid.
８３ Ibid.
８４ Ibid., p.２５７.
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